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 第13章　高齢者が安心して暮らせる
　 　　　多様な住まい（施設・住宅）の
　　 　　整備

４　サービス付き高齢者向け住宅への総合的な施策の展開

１　「京都府高齢者居住安定確保計画」について

２　高齢者の住まいの全体像、供給量及び方策

３　高齢者の住まいと暮らしを支援する体制の確保のため

　　の施策

この章では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる住まい（施設・住

宅）の確保に向けた取組の基本的な考え方や施策の方向性について説明しま

す。なお、本章は、「京都府高齢者居住安定確保計画」の主たる章となりま

す。

本章の本文中にある「各施設・住宅の供給量」については、現在、各市町村

に必要量等のヒアリングを行っているため、「検討中」としています。
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 第１３章 高齢者が安心して暮らせる多様な住まい（施設・住宅）の整備 

 

 

 この項目のポイント  

▼   高齢者が住み慣れた地域で安心・安全・快適に暮らしていくためには、高齢者にふ

さわしい住まい（ハード）と、医療・介護や生活支援などのサービス（ソフト）が提

供されることが必要です。 
 

▼   京都府では、今回「高齢者居住安定確保計画」を改定し、高齢者の多様なニーズに

対応した住まいとサービスの総合的な提供施策を推進します。 
 

▼   高齢者が安心・安全・快適に暮らすことのできるサービス付き高齢者向け住宅の供

給促進を図るため、引き続き総合的な施策展開を進めることとします。 

 

 

 

  １ 「京都府高齢者居住安定確保計画」について 

 

 

（１）高齢者居住安定確保計画の位置付け  

 

□ 「京都府高齢者居住安定確保計画」（居住計画）は、「高齢者の居住の安定確保に関

する法律」（高齢者住まい法）に基づく法定計画です。この居住計画を、「第 10 次京

都府高齢者健康福祉計画」と一体のものとして策定するものです。 

 

□ この居住計画は、「京都府住生活基本計画」（計画期間：2021（令和３）年度～2030

（令和 12）年度）に定められた高齢者に対する住宅施策と、この「第 10 次京都府高齢

者健康福祉計画」に定める介護保険施設等の整備計画や高齢者福祉サービス施策との調

和を図り、高齢者の居住の安定確保に向けた施策を総合的に推進するものです。 

 

（２）高齢者の居住の安定確保に向けた現状と課題  

 

□  超高齢社会を迎え、京都府においても、単身世帯の高齢者や、介護や支援を要する高

齢者が増加しています。（第２章図表２－３、２－４、２－５、２－６、２－８、２－

９参照） 

 

□ 現在の持ち家や賃貸住宅には、高齢者にとって暮らしにくく、介護がしづらいものが

少なくありません。（第２章図表２－１３、２－１４参照） 

 

□ 高齢者にとって、住み替えをする際には、住まい選びに必要な情報が不足しているこ

とや様々な情報が氾濫していることにより、自らにふさわしく、望ましい住まいを的確

に選択することが難しい状況にあります。 

   ・在宅での介護が困難になってきた場合、介護や生活支援サービスの受けられる介護保
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険施設等への住み替えが必要となります。 

  ・また、生活の利便等のため、あらかじめ元気なうちに、バリアフリー設備が整ってい

たり、見守り等の支援が受けられる高齢者住宅や老人ホーム等に住み替えられるケー

スもあります。 

    ・高齢者の住まい（施設・住宅）には、各法律等に基づき多種多様なものが提供されて

いますが、それぞれの住まいの所管が法律等により分かれていたり、不動産登記に表

記される用途が統一されていないなど、高齢者やその家族にとって住まいの違いや特

徴が分かりにくく、相互比較を行うことが困難な状況です。 

  ・また、インターネットでは多様な情報が、様々な主体から提供されていますが、必ず

しも客観的、網羅的情報とまではいえない状況です。 

 

□ 高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らし続けるためには、「高齢者の見守り」や

「日常生活支援」の充実をはじめ、「移動支援」や「買い物支援」の取組を広げていく

必要があります。 

 

□ 「サービス付き高齢者向け住宅」については、2011（平成 23）年 10 月の制度発足以

降、様々な制度的課題が指摘されてきたため、京都府の独自登録基準の設定やガイドラ

イン（基準指針）の策定、立入検査の導入により、入居者に提供されるサービスの質の

向上を図っているところです。（本章の４参照） 

 

（３）計画における基本目標  

 

□ 高齢者が安心・安全・快適に暮らすことのできる住まいを提供します。 

 

  ・「住まい」は、高齢者が、地域包括ケアシステムを構成する保健・医療・福祉・介護・

生活支援等のサービスを受ける場として、システムの基点となるものです。 

  ・したがって、地域において、高齢者それぞれの生活ニーズや経済力に合った住まいが

提供され、個人の尊厳とプライバシーが確保された生活が実現されることが必要で

す。 

  ・さらに、高齢者が現在の住まいにおいても安心して住み続けるとともに、各種サービ

スを受けられるよう、バリアフリー化や耐震化を図ることが必要です。 

  ・このため、地域包括ケアの基点たる住まいが、「安心・安全・快適」なものであるこ

とを第一の基本目標とします。 

 

□ 高齢者の多様なニーズに対応し、住まいとサービスを総合的に提供します。 

 

  ・高齢者の暮らしには、生活の場（ハード）としての住まいに加え、保健・医療・福祉・

介護・生活支援等のサービスの提供（ソフト）が必要となります。 

  ・介護保険施設を含め、施設や在宅での生活には、外部からのこうしたサービスの提供

が不可欠であり、高齢者の心身の状況やニーズに応じた様々なサービスをうまく組み

合わせていくことが必要となります。 

  ・したがって、高齢者の多様な選択肢を確保し、かつ、必要な各種サービスが、住まい

の種別を問わず総合的に提供される体制を整備することを第二の基本目標とします。 

 

 □ 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることのできる環境を整備します。 
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    ・必要に応じ施設等に入居する場合でも、できる限り住み慣れた市区町村の範囲内、さ

らに可能であれば、日常生活圏域の範囲内で住み替えができるよう、地域密着型の施

設の整備を促進することとします。 

  ・また、遠方の住まいに住み替える場合であっても、そこが高齢者にとって「新たな住

み慣れた地域」となり、地域社会とのつながりを持ちながら暮らし続けることができ

るよう、地域包括ケアシステムを普及・浸透させることが必要です。 

  ・したがって、地域包括ケアシステムの推進を、住まいの観点から図っていくため、高

齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることのできる環境を整備することを第三の基

本目標とします。 

 

（４）計画期間  

 

□ この居住計画は、第 10 次京都府高齢者健康福祉計画と一体のものとして策定し、計

画期間は、高齢者健康福祉計画と同じく、2024（令和６）年度から 2026（令和８）年度

までの３年間とします。 
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  ２ 高齢者の住まいの全体像、供給量及び方策 

 

 

（１）高齢者の住まいの全体像とこの計画の構成  

 

□ 高齢者の生活の場については、従来、民間の賃貸住宅や持ち家、公的住宅などの「住

宅」と、介護保険施設や福祉施設などの「施設」に大別され、また、施策面でも、住戸

面積や建築基準等のハード面を主とする「住宅施策」と、介護や生活支援サービス提供

等のソフト面を主とする「福祉施策」のそれぞれにおいて、各種施策が実施されてきま

した。 

 

□ この居住計画は、高齢者の生活の場を住宅、施設を問わない「高齢者の住まい」とし

て全体的・包括的に捉えた上で、高齢者の住まいの供給量（供給目標）やこれに対する

施策等を定めるものです。（図表１３－１） 

 

    【図表１３－１】京都府高齢者居住安定確保計画の構成と施策体系の模式図 

  

※ この居住計画は、第２章で把握・分析する現状と課題をもとに、３つの基本目標（第１３章の１）を設定

し、これを実現するため、 

    ① 高齢者の住まいの種別ごとの供給量を設定（第１３章の２） 
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    ② 供給量を確保するための施策を規定（第１３章の２） 

    ③ 多様な住まいに居住する高齢者に対するサービス提供施策を規定（第１３章の３、４のほか、高

齢者健康福祉計画各章）することで、高齢者が居住する住まいの種類を問わず、その居住の安定を

確保し、地域包括ケアの実現に資することを目的とする構成となっています。 

※ この居住計画は、高齢者の住まい（施設・住宅）と、住まいでの暮らしを支えるサービス提供（高齢者居

宅生活支援事業）を対象としています。 

 

□ 高齢者の住まいには、各種法令等に基づき、次項に記載する多様な種類のものが整備

されていますが、その特性を費用負担及び入居者の介護の必要性の状況の観点から分類

した場合、図表１３－２のとおりとなります。また、各施設等における要介護度別のサ

ービス利用状況は図表１３－３のとおりです。 

 

 

【図表１３－２】費用負担と入居者の介護の必要性から見た住まいの特性イメージ 

 

  ※ 斜点線の右側は、介護保険法の特定施設入居者生活介護の指定を受けたもの 
  ※ 公共賃貸住宅については、重度の要介護者も入居可能（単身者は介護サービス等で単独生活ができることが必要） 

※ 網掛け部分は、介護保険法における施設サービス（地域密着型特養を含む。） 
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 【図表１３－３】施設種別ごとの要介護度別サービス利用状況・構成比（2023（令和５）年６月実績） 

 

 

（２）高齢者の住まいの供給量とその確保のための方策  

 

□ 今後も引き続き、高齢者の人口が増加することに伴い、認知症高齢者や重度の要介護

者、医療的ケアが必要な高齢者も増加することが見込まれ、また、核家族化や単身高齢

者の増加等、家庭環境の問題などを踏まえると、在宅での生活が困難となり、介護保険

施設や居住系施設への入所・入居が必要な方が増加していくと見込まれます。 

 

□ 一方、地域包括ケア推進の観点からは、高齢者ができる限り住み慣れた地域で暮らし

続けることができるよう、在宅介護・在宅生活の可能性を広げるため、小規模多機能型

居宅介護や、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの地域密着型サービスを含む居宅

系サービスの充実を図ることが重要であり、居宅系サービスと施設・居住系サービスを

車の両輪として充実させていく必要があります。 

 

□ 施設・居住系サービスについては、ライフスタイルや価値観が多様化していることか

ら、高齢者の生活ニーズや経済力に合わせ、介護保険施設や認知症高齢者グループホー

ムなどの施設における介護保険サービスだけでなく、軽費老人ホームや有料老人ホー

ム、サービス付き高齢者向け住宅など、居宅における介護保険サービスと生活支援サー

ビスなどを組み合わせ、高齢者が安心・安全・快適に生活することのできる多様な住ま

いの確保を図ります。 

 

□ また、このうち介護保険施設については、市町村が介護保険事業計画で定めるサービ

ス提供見込量及び現在の施設の整備状況や多様な介護ニーズの受け皿となっている有

料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の設置状況等をもとに、地域の高齢者のニ

ーズや介護保険施設（介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設及

び介護医療院）その他の居住系施設間の整備の均衡等を総合的に勘案し、必要となる入

所定員総数を定め、その確保を図ることとします。 

 

 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

7,082 13,861 28,675 34,319 25,901 19,218 12,657 141,713

5.0% 9.8% 20.2% 24.2% 18.3% 13.6% 8.9% 100.0%

132 105 1,802 3,485 8,738 9,941 6,920 31,123

0.4% 0.3% 5.8% 11.2% 28.1% 31.9% 22.2% 100.0%

0 0 21 152 4,073 5,512 3,714 13,472

0.0% 0.0% 0.2% 1.1% 30.2% 40.9% 27.6% 100.0%

0 0 506 1,404 2,137 1,946 944 6,937

0.0% 0.0% 7.3% 20.2% 30.8% 28.1% 13.6% 100.0%

0 0 2 4 23 26 21 76

0.0% 0.0% 2.6% 5.3% 30.3% 34.2% 27.6% 100.0%

0 0 11 39 202 846 1,236 2,334

0.0% 0.0% 0.5% 1.7% 8.7% 36.2% 53.0% 100.0%

132 103 781 1,084 1,072 871 552 4,595

2.9% 2.2% 17.0% 23.6% 23.3% 19.0% 12.0% 100.0%

0 2 481 802 1,231 740 453 3,709

0.0% 0.1% 13.0% 21.6% 33.2% 20.0% 12.2% 100.0%

6,950 13,756 26,873 30,834 17,163 9,277 5,737 110,590

6.3% 12.4% 24.3% 27.9% 15.5% 8.4% 5.2% 100.0%

（単位：人・％）

（a） サービス受給者総計

（b） 施設・居住系サービス利用者計（a）

（a）-（b） 在宅におけるサービス利用者推計値

※介護保険事業状況報告から引用

介護老人福祉施設（地域密着型を含む。）

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

特定施設入居者生活介護
（有老・サ高住・養護・軽費）

認知症グループホーム
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□ 併せて、その整備に当たっては、地域密着型施設・ユニット型施設（※）の整備を推

進するなど、家族や地域との関係を保ちながら、なるべく在宅に近い環境の下で生活が

できるような施設環境の整備を進め、利用者一人ひとりの個性と生活リズムを尊重する

ものとしていきます。 

※ 地域密着型施設：入所（入居）定員が２９人以下のもの。地域に密着した運営ができるよう、介護

保険法に基づき、市町村が事業者の指定・指導を行い、原則として、その市町村の住民だけが入所（入

居）できる施設 

※ ユニット型施設：入居者の自律的な生活を確保するための少数の「個室」と、個室に近接して設け

られ、家庭的な雰囲気の中で入居者が生活・交流できる「共同生活室」により一体的に構成される「ユ

ニット」を備えた施設 

 

□ なお、地域密着型介護老人福祉施設（地域密着型特別養護老人ホーム）及び介護保険

施設の整備においては、国が参酌基準として示すユニット型施設の目標(※）達成に向

けて、ユニット型を基本として創設や改修を進めることとしますが、高齢者健康福祉圏

域やサービスの種類ごとの整備状況等に相違があることから、市町村や関係機関との連

携に配慮しながら、地域の実情に応じた対応等を図っていくこととします。 

※ 国が参酌基準として示す目標：2025 年度の地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険施設の入所定

員の合計数のうちのユニット型施設の入所定員の合計数が占める割合を５０％以上（そのうち、地域

密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設については、７０％以上）とする。 

 

□ また、これらの施設等において、医療・介護の連携強化に向けた人材育成や入居者の

看取り環境の整備を図るため、医師・看護師等医療職員に対する介護知識・技能の研修

や介護職員等に対する医療知識・技能の研修などを行うことで、高齢者が安心・安全に

生活できるよう取り組んでいきます。 

 

ア 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 

□ 特別養護老人ホームは、老人福祉法において、身体上又は精神上著しい障害があるた

めに常時の介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることが困難な方を対象と

して、入所させ、養護する施設（老人福祉法第２０条の５）とされています。 

 

□ なお、介護老人福祉施設は、特別養護老人ホームの介護保険法における名称であり、

入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養

上の世話を行うことを目的とする施設（介護保険法第８条第２７項）とされています。 

 

□ また、このうち入所定員が３０人以上のものが、高齢者健康福祉圏域単位での入所を

前提とする広域型、２９人以下のものが地域密着型となります。 

 

□ 2026（令和８）年度の特別養護老人ホームの供給量（必要入所定員総数）については、

市町村介護保険事業計画で定める介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設

のサービス提供見込量や今後の施設整備の計画等を踏まえて設定します。 
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□ 供給量 
 

施設等種別 
 
 

 
2023年度末 

 
（令和5年度末） 

 
2026年度末 

 
（令和8年度末） 

 
増減 

 
 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 14,017 14,557 540 

 

 

広域型 12,657 13,110 453 

地域密着型 1,360 1,447 87 

                                                     

 ■ 方策 

 

△ 2026（令和８）年度の必要入所定員総数の確保に向けて、計画的な施設整備を進める

ため、国及び京都府の補助制度を活用し、施設整備を支援します。 

 

△ 特別養護老人ホームは、高齢者が中長期にわたって利用する生活の場であることか

ら、できる限り在宅に近い環境の下で生活ができるよう、ユニット型施設の整備を基本

とするとともに、特に地域密着型施設の整備を重点的に進めます。 

 

△ また、地域包括ケアシステム推進の観点から、共用部分に医療・介護・福祉サービス

の連携推進や地域との交流を促進するためのスペース及び家族が宿泊するための設備

等を整備するよう求めていきます。 

 

△ 既存の特別養護老人ホームについても、改築や大規模改修の際にユニット型施設への

改修等を進めるとともに、地域の実情等を踏まえ、ユニット型準個室などへの改修も含

め、個別ケアの実践によるサービスの質の向上が図られるようユニットケアの導入を推

進します。また、看取り環境の向上に向けた設備面や、研修等のソフト面の体制整備を

支援します。 

   

△ 介護保険制度の改正により、平成 27 年度から特別養護老人ホームへの入所が、原則

として要介護３以上の方に重点化されていますが、要介護１・２であっても、やむを得

ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難な場合には、市町村の適

切な関与のもと、入所が可能となる特例入所の制度が設けられており、この制度の適切

な運用を図っていくこととします。 

 

イ 介護老人保健施設 

 

□ 介護老人保健施設は、在宅復帰に向けたリハビリテーションや医療的ケアを必要とす

る要介護者に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療

並びに日常生活上の世話を行う施設（介護保険法第８条第２８項）とされており、病院

や診療所のような医療機関と、介護や生活支援サービスを提供する特別養護老人ホーム

との中間に位置づけることのできる施設です。 

 

□ 京都府では、在宅での生活への復帰を目指しリハビリ等を行う介護老人保健施設本来

の機能が発揮できるよう、市町村介護保険事業計画において定める介護老人保健施設の

サービス提供見込量や今後の施設整備の計画等を踏まえて、2026（令和８）年度の介護

老人保健施設の供給量（必要入所定員総数）を設定します。 
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 □ 供給量 
 

 

施設等種別 

2023年度末 

（令和5年度） 

2026年度末 

（令和8年度末） 

増減 

 

 

介護老人保健施設 

 

 

7,207 

 

7,307 

 

100 

 

 ■ 方策 

 

△ 2026（令和８）年度の必要入所定員総数の確保に向けて、計画的な施設整備を進める

ため、国及び京都府の補助制度を活用し、施設整備を支援します。 

 

△  介護老人保健施設についても、特別養護老人ホームと同様に、ユニット型施設を基本

として整備を促進することとします。 

 

ウ 介護医療院 

 

□ 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等改正（2017（平成 29）年改正法）

により、慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介

護者の受入れ」や「看取り・ターミナルケア」等の機能と、「生活施設」としての機能

を兼ね備えた介護保険施設として、2018（平成 30）年度から介護医療院が創設されてい

ます。 

 

□ 介護医療院は、介護療養病床（療養機能強化型）相当のサービス（Ⅰ型）と、老人保

健施設相当以上のサービス（Ⅱ型）の２つの類型が設けられており、床面積等の基準緩

和、医療機関と併設する場合の人員基準の緩和、国（及び京都府）の補助制度など、各

種の支援策が設けられています。 

 

□ なお、介護療養型医療施設（病状は安定期にあるものの長期にわたり療養が必要な要

介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必

要な医療を行う施設）は、療養病床の再編に伴い、2023（令和５）年度末に廃止される

こととなり、介護医療院や医療療養病床等他施設への転換が進められました。 

 

 □ 供給量                                           

施設等種別 

 

2023年度末 

(令和5年度末) 

2026年度末 

(令和8年度末) 

増減 

 

 

介護医療院 

 

 

2,723 

 

2,893 

 

170 
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 ■ 方策 

 

△  介護医療院は、日常的に医療ケアを要する要介護高齢者の長期療養を担っており、高

齢者に必要な医療と介護・福祉サービスを一体的・重層的に切れ目なく提供していくこ

とができる体制の構築に向け、京都府・市町村・関係機関の連携により、取組を推進し

ていくこととします。 

   
   
エ 養護老人ホーム 

 

□ 養護老人ホームは、６５歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により居宅において

養護を受けることが困難な高齢者を、市町村が行う措置に基づき入所させ、養護すると

ともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及

び訓練その他の援助を行う施設（老人福祉法第２０条の４）とされています。 

 

□ 養護老人ホームは、高齢化の進展に伴い、生活困窮や社会的孤立の問題等が顕在化す

るとともに、介護ニーズ以外の面で生活上の課題を抱える高齢者が増加することが見込

まれる中、 

  ① 入所者の自立支援や社会参加を促進し、住み慣れた地域に戻り自立した生活を送

るための支援 及び 

  ② 地域に戻って自立した生活を送ることが困難な入所者に対する質の高い個別的・

継続的な伴走型支援を提供する役割 に加え、 

  ③ 地域で生活を送る高齢者の社会生活上の課題解決に向けたアウトリーチ機能の

充実が求められるなど、高齢者のセーフティネットとして今後も必要な施設です。 

 

□ 生活困窮等の課題を抱える高齢者が増加する中、入所が必要と思われる高齢者に対し

て、今後も市町村が本人の意思を十分尊重した上で適切に措置を行い、その機能を発揮

させていくことが求められています。 

 

□ 供給量 

施設等種別 

 

 

2023年度末 

（令和5年度末） 

2026年度末 

（令和8年度末） 

増減 

 

 

施設数 

 

定員数 

 

施設数 

 

定員数 

 

施設数 

 

定員数 

 

養護老人ホーム 

 

 

16 

 

1,020 

 

16 

 

1,020 

 

0 

 

0 

                                                            

 ■ 方策 

 

△ 養護老人ホームの持つ高齢者のセーフティネットとしての機能を最大限発揮できる

よう、市町村と連携してその利用を促進します。 

 

△ また、入所が必要となる高齢者が適切に措置されるよう、必要に応じ、市町村、関係

団体等と連携して、地域の実情を踏まえた利用のあり方を検討します。 
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△ 質の高い個別的・継続的な伴走型支援の提供に向けて、市町村、関係団体等と連携し

て、府としての支援のあり方を検討します。 

 

△ 老朽化した施設については、府の補助制度を活用し、改築に併せて多床室の解消、個

室化を支援します。 

 

オ 軽費老人ホーム 

 

□ 軽費老人ホームは、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不

安があり、家族による援助を受けることが困難な６０歳以上の高齢者を、無料又は低額

な料金で入所させるとともに、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与するため

の施設（老人福祉法第２０条の６）とされています。 

 

□ 制度創設時は、食事サービスを提供するＡ型、自炊が原則のＢ型の２種類でしたが、

その後、ケアハウスという類型が創設され、平成 20 年の制度改正以降は、ケアハウス

を原則とした制度に一元化され、Ａ型、Ｂ型の施設は、建替えを行うまでの「経過的軽

費老人ホーム」とされています。 

 

□ また、ケアハウスの制度をもとに、単身の高齢者が、さらに低い自己負担額で、見守

り等の支援を受けながら生活できる施設として、京都府独自に高齢者あんしんサポート

ハウスを整備しています。 

 

  □ 経過的軽費老人ホームから高齢者あんしんサポートハウスへの将来的な移行を促し

ます。 

 

 □ 供給量 

 

施設等種別 

 

2023年度末 

（令和5年度末） 

2026年度末 

（令和8年度末） 

増減 

施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 

 

軽費老人ホーム 

 

68 

 

2,423 

 

70 

 

2,489 

 

2 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

経過的（Ａ型） 

 

2 

 

100 

 

2 

 

100 

 

0 

 

0 

 

ケアハウス 

 

66 

 

2,323 

 

68 

 

2,389 

 

2 

 

66 

 

 

うち高齢者あんしん

サポートハウス 

 

9 

 

320 

 

11 

 

386 

 

2 

 

66 

 

 

（ア）経過的軽費老人ホーム 

 

□ 経過的軽費老人ホームについては、現在、京都府内で事業を実施しているのはＡ型２

施設のみで、Ｂ型の施設はありません。 
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■ 方策 

 

△  府内のＡ型２施設については、施設の老朽化等が進んでいることから、必要な改修を

行った上で事業を継続していくとともに、高齢者あんしんサポートハウスへの将来的な

転換を促進します。 

 

△  入居者の収入に応じて、入居者が負担するサービスの費用の一部を補助することによ

り、軽費老人ホームの運営を支援します。 

 

（イ）ケアハウス 

 

□ ケアハウスは、高齢者がゆとりを持って生活できる高い居住性を持つ設備を有し、職

員が施設内に常駐して見守りや生活相談等のサービスを提供します。介護サービスや介

護予防サービスが必要な方は、原則として外部からの介護保険サービスを利用すること

となります。また、地域や医療機関との連携にも配慮された運営が行われています。 

 

□ 日常生活や介護に不安をもつ低所得の単身高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むためには、ケアハウスのように、居住サ

ービスと、見守りや生活相談等の支援サービスが組み合わされた形で提供されることが

必要となっており、地域ニーズに合った柔軟な支援機能の確保の観点から、重要な役割

を果たす施設です。 

 

□ 一方、現在、京都府内に６６施設ありますが、施設や地域によっては空室が発生して

いるケースもあります。 

 

 ■ 方策 

 

 △ ケアハウスは、高齢者がなるべく自立した生活を送ることができるように生活を支援

するほか、特定施設入居者生活介護の事業者指定を受けて、特別養護老人ホームと同様、

看護職員や介護職員を配置してサービスを提供することもできる施設であるため、今後

も高齢者の多様な住まいの一つとして需要が見込まれるところであり、引き続き必要な

施設の確保に努めます。 

 

 △ 入居者の高齢化、要介護度の重度化が進んでいることから、身体的な介護が必要な入

居者が増加している施設については、市町村、関係団体とも協議、検討し、特定施設入

居者生活介護の指定を進めます。 

 

 

△  入居者の収入に応じて、入居者が負担するサービスの費用の一部を補助することによ

り、ケアハウスの運営を支援します。 

 

（ウ）高齢者あんしんサポートハウス 

 

 □ 高齢者あんしんサポートハウスは、軽費老人ホーム（ケアハウス）の制度に対する京
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都府独自の上乗せ制度として、介護は必要ないものの自宅での一人暮らしが不安な６０

歳以上の高齢者が入居し、国民年金の老齢基礎年金水準の自己負担額で食事提供や２４

時間の見守りサービスを受けることができる住まいとして、整備を促進しているもので

す。 

 

■ 方策 

 

  △ 現在までのところ、京都府の各高齢者健康福祉圏域のうち、丹後圏域（１施設）、南

丹圏域（５施設）、中丹圏域（２施設）、山城北圏域（１施設）に偏在しているため、

各圏域にバランスよく整備することができるよう、今後とも市町村、関係団体と連携し

て整備を進めていきます。 

 

△ 京都府の補助制度により、高齢者あんしんサポートハウスの整備を支援します。また、

入居者の収入に応じ、入居者が負担するサービス費及び居住費の一部を補助し、その運

営を支援します。 

 

カ 認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生活介護） 

 

□ 認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生活介護）は、認知症の高齢者が、

入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を受けながら、少人数で家庭的

な環境のもと共同生活を営む住まいです（老人福祉法第５条の２第６項、介護保険法第

８条第２０項）。  

 

□ 認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生活介護）は、介護保険法における

地域密着型サービスであり、認知症高齢者の状況や介護保険施設等居住系施設サービス

の提供状況等も踏まえ、市町村介護保険事業計画においてサービス提供見込量及びこれ

に基づく必要利用定員総数が定められることとなるため、京都府としては、市町村計画

の総数を供給量として定めます。 

 

□ 供給量 

 
施設等種別 

 

 
2023年度末 

（令和5年度末） 

 
2026年度末 

（令和8年度末） 

 
増減 

 

 
認知症高齢者グループホーム 
 

 
4,097 

 

 
4,232 

 

 
 135 
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■ 方策 

 

△ 2026（令和８）年度の供給量の達成に向け、この高齢者健康福祉計画に基づき、計画

的な施設整備を進めるため、国の補助制度を活用し、施設の整備を支援します。 

 

キ 有料老人ホーム 

 

□ 有料老人ホームは、高齢者を対象に、「入居サービス」に加えて、「入浴、排せつ又

は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯や掃除等の家事」、「健康管理」（４サービ

ス）のうち、いずれか１つ以上のサービスを提供する施設です（老人福祉法第２９条）。 

 

□ 入居サービスと併せて４サービスのいずれか１つ以上を提供している施設は、法律

上、有料老人ホームに該当し、利用人数にかかわらず、京都府知事又は京都市長への届

出義務が発生します。 

 

□ ただし、有料老人ホームのうち、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けたものに

ついては、老人福祉法に基づく有料老人ホームの届出は不要となります。 

 

□ 現在、有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅を除く。）は京都府内に１１１

施設あり、その内訳は特定施設入居者生活介護の事業所指定を受け介護保険サービスを

提供する介護付有料老人ホームが５８施設、介護サービスが必要となった場合は入居者

自らが自宅と同じように外部の事業者による居宅サービスを利用する住宅型有料老人

ホームが５２施設、介護が必要ない高齢者だけを対象とする健康型有料老人ホームが１

施設となっています。 

 

□ 有料老人ホームは、入居の際に多額の前払金の費用負担が必要な場合があることや、

長期にわたり居住する施設であり、継続的かつ安定した経営が求められることから、入

居契約に際しては、必要な情報が十分提供されることが重要です。 

 

□ 有料老人ホームは、民間事業者の届出制により設置されるものであり、また、類似の

施設として、現在、国庫補助制度のあるサービス付き高齢者向け住宅の整備が中心とな

っていることを踏まえ、供給量については、高齢者の状況や介護保険施設等居住系施設

サービスの提供状況等を勘案し、市町村介護保険事業計画において計画される範囲内の

数とします。 

 

□ 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームにおいても、施設数の

増加や高齢者のライフスタイル・価値観の多様化に伴い、介護が必要な方を含め、多様

な介護ニーズの受け皿となっています。 

 

□ 適切な介護基盤整備を進めるため、老人福祉法が改正され（2021（令和３）年４月１

日施行）、有料老人ホームの設置状況に係る都道府県・市町村間の情報連携を強化する

こととされています。 
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□ 供給量                                        

 

施設等種別 

 

2023年度末 

（令和5年度末） 

2026年度末 

（令和8年度末） 

増減 

 

施設数 定員数 定員数 定員数 
 
有料老人ホーム※ 

 
279 

 
12,536 

 
13,558以上 

 
1,022以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
健康型有料老人ホーム 

 
1 
 

1 
 

同数以上 
 

同数以上 
 
住宅型有料老人ホーム 

 
54 

 
2,219 

 
同数以上 

 
同数以上 

 
サービス付き高齢者向 
け住宅(有料老人ホーム 
に該当するもの)      

 
140 

 
 

 
4,924 

 
 

 
同数以上 

 
 

 
同数以上 

 
 

 

介護付（特定施設入居者

生活介護） 

 

84 

 

 

5,392 

 

 

6,080 

 

 

688 

 
 
 
 
 
 

 
うち有料老人ホーム 

 
58 

 
4,013 

 
4,357 

 
344 

 
うちサービス付き高
齢者向け住宅 

 
26 

 

 
1,379 

 

 
1,723 

 

 
344 

 

 ※ 有料老人ホームには、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を含みます。 

 

                                             

■ 方策 

   

△ 京都府では、高齢者世帯の増加や高齢者の多様な住まいのニーズに対応するため、良

質なサービスを提供する事業者の参入を図るとともに、適正な運営を確保するため、京

都府独自の「有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅設置運営基準指針（平成

18 年 6 月制定）」等に基づき、国の基準を上回る居室面積の確保を求めるとともに、利

用者保護の観点から事前審査や立入検査等を通じて入居者の処遇確保や長期にわたる

安定的な運営確保を図り、府民に対する適正な情報の開示等について指導していきま

す。 

 

△ 入居者の安全の確保や居住の安定を図る観点から、老人福祉法上の有料老人ホームの

要件に該当しながら届出を行っていない施設（未届有料老人ホーム）の把握に努めると

ともに、対象施設があった場合、まずは有料老人ホームとしての届出の指導を行い、そ

の上で法令への適合や入居者の適切な処遇の確保に向け、必要な指導を行っていくこと

とします。 

 

△ 有料老人ホームが多様な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、設置状況等

の情報を積極的に情報提供します。 
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△ 特に身体的な介護が必要な入居者が多数入居されている施設などについては、適切な

介護サービスが提供されるよう、市町村、関係団体とも連携し、特定施設入居者生活介

護の指定について、検討を促します。 

 

△ また、全国的には、介護保険サービス事業所が併設等する有料老人ホームにおいて、

入居者のニーズを超えた過剰な介護保険サービスを提供している場合があることが指

摘されており、こうした事例があれば、市町村とも連携し、必要な指導を行います。 

 

 

ク サービス付き高齢者向け住宅 

 

□ サービス付き高齢者向け住宅は、６０歳以上の高齢者が安心して生活できるよう、法

令で定められた登録基準（少なくとも状況把握と生活相談のサービスが提供されるとと

もに、バリアフリー構造を有し、一定の居住部分の床面積基準や設備基準などが確保さ

れること。）を満たすものとして、京都府知事又は京都市長が登録した住宅です（高齢

者住まい法第５条）。 

 

 □ 供給にあたっての目標 

 

 高齢者に対する住宅施策との調和を図るため、京都府住生活基本計画（2022（令和

４）年３月）に定める成果指標を本計画においても設定します。 

 

 

 □ 供給量 

 

施設等種別 

 

 

2023年度末 

（令和5年度末） 

2026年度末 

(令和8年度末) 

増減 

 

 

施設数 

 

定員数 

 

定員数 

 

定員数 

 

サービス付き高齢者向け住宅 

 

167 

 

6,312 

 

同数以上 

 

同数以上 

 

 

 

 

 

 

有料老人ホームに該当しないもの 

 

1 

 

19 

 

同数以上 

 

同数以上 

 

有料老人ホームに該当するもの【再掲】 

 

 

166 

 

6,293 

 

同数以上 

 

同数以上 

  

■ 方策 

 

△ サービス付き高齢者向け住宅については、本章の４で記載する総合的な施策を展開・

推進することにより、安心・安全・快適な住宅の供給を促進します。 

 

△  整備促進策として、住宅及び併設施設に対する国から事業者への直接補助制度が設け

られています。 
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ケ 賃貸住宅 

 

 □ 供給目標 

 

△ 民間賃貸住宅については、供給目標の設定対象とはせず、適切な住宅市場の形成、取

引の適正化により、適切な供給を促進するものとします。 

 

△ 公営住宅については、府営住宅に特定目的優先入居のうち高齢者世帯向けの枠として

年間３０戸程度を確保します。 

       

 ■ 方策 

 

  □ 行政に加え、不動産関係者、福祉関係者などが連携して、民間賃貸住宅における住宅

セーフティネットの取組を促進し、高齢者をはじめとした住宅確保要配慮者が安心して

暮らせる住宅を確保します。（本章の３（２）参照） 

 

 

□ 公営住宅については、一般募集により高齢者をはじめとする住宅確保要配慮者の住

宅の確保のほか、特定目的優先入居による高齢者世帯向け優先入居を継続し、真に住

宅に困窮する高齢者世帯の住宅を確保します。  
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  ３ 高齢者の住まいと暮らしを支援する体制の確保のための施策 

 

 

□ 高齢者の暮らしに必要となる、保健・医療・福祉・介護・生活支援等のサービスが総合

的に提供され、高齢者ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、次のとおり、

高齢者に適した良好な居住環境を有する住まいの整備、高齢者が入居する賃貸住宅等の管

理の適正化及び高齢者居宅生活支援事業を促進するとともに、「見守り」や「移動支援」

など、高齢者の日常生活を支える取組みを進めます。 

 

 

（１）高齢者が暮らしやすい住まいの整備促進   

 

△  介護保険制度による住宅改修制度に加えて、京都府住宅改良資金融資制度（２１世紀

住宅リフォーム資金）や介護予防安心住まい推進事業等の支援制度により、段差解消、

手すり設置、ホームエレベーター設置工事などの住宅のバリアフリー化を進めます。 

                                                             

△ 誰もが安心して暮らせる住まい環境を実現するため、「京都府福祉のまちづくり条例」

に基づき、多数の人が利用する建築物や道路、公園等の整備に際して、基準に適合する

よう指導を行います。 

 

△ 耐震性が不足する 1981（昭和 56）年５月以前に着工した既存住宅や高齢者福祉施設

の耐震化を促進するため、耐震診断・改修等の実施に対する補助制度の利用を推進しま

す。 

 

△  高齢者等が利用する福祉サービス施設等に空き家を活用する場合には、耐震・防火性

能や建築基準、バリアフリー化等に十分な配慮を求めることとします。 

   

 

（２）高齢者をはじめとする住宅確保要配慮者の民間住宅への入居円滑化の促進 

 

△ 京都府居住支援協議会による高齢者等入居サポーターの活動を促進し、民間賃貸住宅

への家主、管理者等が抱える不安感の解消や、入居にあたっての課題の解消を図り、高

齢者をはじめとする住宅確保要配慮者の入居を拒まない「セーフティネット住宅」の登

録を促進するとともに、登録住宅に係る改修費支援制度等の普及を図ります。 

 

△ 居住支援法人の活動促進や居住支援法人と地方公共団体や高齢者等入居サポーター

との連携を進め、住宅確保要配慮者のニーズに応じた支援とあわせた民間賃貸住宅への

円滑な入居を促進します。 
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（３）高齢者の住まいに係る相談体制や環境の整備  

 

△ 高齢者をはじめとする府民からの、耐震相談、悪質リフォーム、賃貸住宅トラブル、

住宅取得などの様々な住まいに関する相談に的確に対応し、必要とされる情報を迅速に

提供できるよう、住宅相談に取り組むとともに建築・不動産関係団体や消費生活安全セ

ンターなどとの連携強化を行います。また、法律相談等の専門的な相談体制の充実を図

ります。 

 

△ 高齢者が自らの意思で住み替え等の選択ができるよう、高齢者の総合的な相談窓口で

ある高齢者情報相談センター、市町村の地域包括支援センター等において、住まいに関

する情報提供を進めます。 

 

△ 高齢者世帯が安心して住み続けられるよう、高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の一部を

一定期間補助し、入居者の家賃負担の軽減を図ります。 

 

（４）公営住宅における取組と福祉施策との連携 

 

 △ 公営住宅の耐震化を速やかに実施するため、個別診断と補強方法の検討を行い、建替

え又は耐震改修に取り組みます。 

 

△ 高齢者が安心して暮らせるよう、住戸部分や共用部分のバリアフリー改善等により既

設公営住宅のバリアフリー化を推進します。 

   

△ 公営住宅の優先入居等の取組により高齢者や障害者などの居住の安定を図るととも

に、入居者のニーズに応じた住み替え等の取組を進めます。 

 

△  高齢化が進む公的賃貸住宅団地においては、単身高齢者の安心に繋がる見守りサービ

スの提供や、地域に密着した見守りサービスや生活支援サービスなどの福祉施設を併設

するなど、福祉部局・団体と連携した取り組みを進めます。  

 

（５）高齢者の日常生活を支える取組の充実  

 

△  地域のＮＰＯやボランティア団体、社会福祉協議会、民生児童委員、企業、商店、警

察、消防、行政など、地域の様々な活動団体と連携・協働した「見守り・支援ネットワ

ーク」＝「絆ネット」による多機関連携の見守り支援体制を推進します。（第１１章参

照） 

 

△  地域での生活と安心を支えるため、移動販売による買い物支援と見守り活動に一体的

に取り組む事業者との連携を促進します。 

 

△ 運送車両の購入助成や運転者養成講習の開催など、福祉有償運送の実施を支援します。 

  （第１１章参照） 
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（６）高齢者に対する適切な介護保険サービスの提供  

 

△ 介護が必要な高齢者に対し、それぞれの高齢者の状態やニーズに応じ、市町村が定め

る介護保険事業計画に基づき、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの各

介護保険サービスを提供します。（第５章参照） 

 

                            

（７）高齢者の在宅療養を支える介護保険サービス等の充実と医療・介護の連携促進 

 

  △ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サー

ビスの提供体制を、地域毎のニーズに応じて充実させるとともに、医療・介護の多職種

が協働して高齢者の在宅療養を支える体制を強化します。（第９章参照） 

 

     

（８）介護予防・健康づくりの充実と高齢になっても生きがいを持って活躍できる地域づくり 

 

 △  体操等の通いの場やサロン等、地域に存在する支え合い活動や、多様なサービスを提

供する基盤づくりを支援します。また、高齢者の多様な社会参加を支援し、高齢者自身

が多世代共生型の地域づくりの主役として活躍できる地域文化の醸成を図ります。  

  （第５章、第１０章参照） 

        

 

（９）地域包括ケアシステムを支える人材の確保・育成・定着  

 

△ 2024（令和６）年度から 2026（令和８）年度の３年間で、介護・福祉人材〇人（うち

北部〇人）の確保を目標に定め、人材の育成と定着も含めた総合的な取組を展開すると

ともに、地域包括ケアを支える多職種の連携と資質の向上を推進します。 

 （第１２章参照） 

              

□ 成果指標と目標値 

 高齢者に対する住宅施策との調和を図るため、京都府住生活基本計画（2022（令和

４）年３月）に定めた成果指標等を本計画においても設定します。 

                成果指標 現況値 目標値 

高齢者の居住する住宅のうち、一定のバリアフリー性

能及び断熱性能を有する住宅の割合 

14.9％ 

2018（平30）年 

22％ 

2030（令12）年 

共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車いす・ベ

ビーカーで通行可能な住宅ストックの比率 

18.7％ 

2018（平30）年 

40％ 

2030（令12）年 

高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合（※１）  

 

1.9％ 

2020（令２）年 

4％ 

2030（令12）年 

（※１）高齢者向け住宅：有料老人ホーム、軽費老人ホーム、あんしんサポートハウス、シルバーハウジング 

    サービス付き高齢者向け住宅、地域優良賃貸住宅（高齢者型）、高齢者向け優良賃貸住宅  
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  ４ サービス付き高齢者向け住宅への総合的な施策の展開 

 

 

（１）サービス付き高齢者向け住宅の現状と課題  

 

□ サービス付き高齢者向け住宅は、状況把握と生活相談のサービスが提供され、バリア

フリー構造と一定の居住部分の床面積や設備を有するなど、法令で定められた登録基準

を満たす住宅であり、2011（平成 23）年 10 月の法改正により創設された高齢者の住ま

いの登録制度です。 

 

□ 制度開始から約 12 年間が経過し、登録件数にやや鈍化が見られるものの、全国で 

8,255 棟、284,993 戸（2023（令和５）年 10 月末現在）に達するなど、着実に整備が進

められている状況です。           

 

□ こうした中、サービス付き高齢者向け住宅の登録制度は、自立の方を含めた高齢者の

住まいとして必要な登録基準を定めている一方、実際の入居者は、後期高齢者や要介護

度の高い高齢者も少なくなく、多様な介護ニーズの受け皿となっています。また、特に

大都市圏においては、立地の偏在や、入居者に対する過剰な医療・介護サービス提供等

の問題点も指摘されているところです。 

 

□ 一方、京都府内の登録件数は、168 棟、6,360 戸（2023（令和５）年 10 月末現在）と

なり、この３年間でさらに整備が進んでいます。これまで京都府では、次のとおり、登

録制度の適確な運用に努めてきたところです。 

   

 ア 京都府の独自登録基準の設定（詳細は（３）のアを参照） 

    ・緊急通報装置の設置 

    ・人権擁護、虐待の防止 

    ・立地市町村への事前手続き 

 

イ 「京都府有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅設置運営基準指針」の策定 

    厚生労働省の標準基準指針に加え、新規基準を追加 

    （駐車場の確保、ＡＥＤ設置の努力義務） 

   

 ウ 定期的な立入検査の実施 

 

 エ 情報提供制度の導入 

    重要事項説明書を京都府ホームページで順次掲載 

 

 

（２）京都府が目指すサービス付き高齢者向け住宅の目標像  

 

 □ 府内のサービス付き高齢者向け住宅の整備状況及び実態調査結果、制度的な課題に関

する分析を踏まえ、次のようなサービス付き高齢者向け住宅を目標像として設定しま

す。 
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 ① 日中、夜間にかかわらず安心・安全・快適な居住環境が確保される。 

 

② 地域との関わりをもつことで、必要に応じて、医療・介護が必要となってもサービス

を受けながら、入居者が地域の中で安心して暮らし続けることができる。 

 

③ 事業者が、より望ましい、質の向上につながるサービスの提供等のための工夫・取組

を継続している。 

 

 ④ 事業者の取組や努力等を含め、必要な情報が客観的に提供され、入居者や家族が、そ

れぞれにふさわしい住宅を選択できる。 

 

 

（３）サービス付き高齢者向け住宅に対する施策  

 

 □  京都府では、こうしたサービス付き高齢者向け住宅の供給促進に向け、次の施策を総

合的に展開・推進します。 

  

 ア 京都府の独自登録基準の設定 

 

・ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第７条第１項第９号及び国土交通省・厚生労働

省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第１５条第１項の規定により、法

令で定められた登録基準に加え、平成 27 年７月から京都府独自のサービス付き高齢者

向け住宅の登録基準を適用しています。2024（令和６）年度～2026（令和８）年度につ

いても、この基準を適用し、各種手続きや立入検査等を通じ、登録基準が遵守されてい

ることを確認します。 

 

サービス付き高齢者向け住宅に係る京都府独自の登録基準 

 

① 緊急通報装置の設置 

・ 各住戸の居住部分に、緊急通報装置を設置すること。（登録事業者の職員が登

録住宅等に２４時間常駐する場合を含む。） 

  なお、「緊急通報装置」とは、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安

定確保に関する法律施行規則第１１条第５号に規定する入居者の心身の状況に関

し、必要に応じて通報する装置をいう。 

 

② 人権の擁護・虐待の防止 

・ 入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置すること等必要な体

制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施すること等の措置を講じ

ること。 

 

③ 立地市町村への事前手続 

・ 当該住宅が立地する市町村（京都市を除く。）に対し、市町村ごとに別に定め

る住宅整備のための事前手続を行った上で、登録申請を行うこと。 

（登録事項等の変更の届出、地位の承継の届出及び登録更新申請には適用しない） 
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 イ 行政・地域による支援体制の整備 

 

・ サービス付き高齢者向け住宅の運営に当たっては、第三者的立場にある民生委員等の

参画する運営懇談会を設置する等、地域の協力を得たサービス提供が可能となる体制整

備を支援します。 

 

・ サービス付き高齢者向け住宅が、地域包括ケアシステムの推進やサービスの質の更な

る向上に取り組めるよう、研修等職員の資質を向上させる取組を支援するとともに、地

域に即したサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進するため、市町村による高齢者居

住安定確保計画の策定を支援します。 

   

 ウ 情報提供制度の推進 

 

・ 老人福祉法の改正により、2018（平成 30）年４月から、有料老人ホームから報告され

た有料老人ホーム情報の都道府県等による公表が義務化されたことから、サービス付き

高齢者向け住宅においても、京都府ホームページで府内全域の住宅の公表を進め、高齢

者が多様な住まいの中から自らにふさわしく、望ましい住まいを選択できるようにしま

す。 

 

・ 今後も相当量の新規開設が見込まれるサービス付き高齢者向け住宅については、各市

町村においても高齢者の住まいとして重要な役割を占めることから、市町村における施

策展開との調和が図れるよう、登録内容及び運営状況等の情報共有を進めます。 

 

・ あわせて、特に入居者の高齢化・介護度の重度化が進む住宅などについては、適切な

介護サービスが提供されるよう、市町村・関係団体と連携し、特定施設入居者生活介護

の指定について、検討を促します。 

 

エ サービス付き高齢者向け住宅登録制度の適確な運用 

 

・ サービス付き高齢者向け住宅の登録制度（登録審査、事業者に対する指導監督）を適

確に運用し、登録情報や制度の信頼性向上を図るとともに、国の補助制度の利用促進も

含め、社会福祉法人、医療法人、ＮＰＯ等幅広い事業者への制度普及を図ります。 

 

・ 事業者の自発的な取組や自助努力を評価・公表する外部評価制度を将来的に導入でき

るよう、評価の前提となる適正な運営の確保のため、関係法令や「京都府有料老人ホー

ム及びサービス付き高齢者向け住宅設置運営基準指針」に即した、定期的な立入検査を

引き続き実施します。 

  

・ 国におけるサービス付き高齢者向け住宅登録制度の見直し状況を踏まえ、必要に応

じ、施策の見直しを行うこととします。 
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